
堺市上下水道局入札談合に関する情報の取扱いに関する要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、上下水道局において締結する売買、貸借、請負その他の契約に係る

入札の適正を期し、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、その取扱い

について必要な事項を定める。

（準用規定）

第２条 堺市入札談合に関する情報の取扱いに関する要綱（平成９年制定。以下「市要綱」

という。）の規定は、局が入札談合に関する情報に対応する場合について準用する。こ

の場合において、市要綱の規定中「本市」とあるのは「上下水道局」と、「市長」とあ

るのは「上下水道事業管理者」と、市要綱第４条中「契約担当局長」とあるのは「上下

水道局次長」と、市要綱第７条中「堺市契約規則」とあるのは「堺市上下水道局契約規

程（昭和５０年水道局管理規程第７号）第３条の規定により準用する堺市契約規則」と、

市要綱第８条中「所管局長」とあるのは「所管部長」と読み替えるものとする。

附 則

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。


